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Ⅰ 佐賀県歯科保健計画「ヘルシースマイル佐賀２１」の概要 

１ 第２次佐賀県歯科保健計画 

  

佐賀県笑顔とお口の健康づくり推進条例（平成 22 年佐賀県条例第 27 号）第 10 条第 1

項及び歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律第95号）第13条第1項に基づき、

第２次佐賀県歯科保健計画「ヘルシースマイル佐賀２１」を平成 25年３月に策定しました。 

（１）計画の期間 

  平成 25年度から令和５年度までの 11年間としています。 

※新型コロナウイルスの影響により、1年延期します。 

（２）基本的な方針 

○ ライフステージに応じた歯科保健対策の推進 

乳幼児期・学齢期・成人期・高齢期のライフステージごとの特性を踏まえた歯科 

保健対策の推進、「かかりつけ歯科医」の普及を図ります。 

○ 支援が必要な方への歯科保健医療の推進 

定期的な歯科健診や歯科医療を受けることが困難な障害（児）者・要介護者への 

歯科保健医療の推進、離島及びへき地における歯科保健医療サービスの確保を図り 

ます。 

    ○ 関係機関との連携による総合的な歯科保健対策の推進 

      関係機関と連携して総合的な歯科保健対策の推進を図ります。 

    ○ 県民への情報提供 

歯と口腔の健康づくりに資する情報の提供を図ります。 

 

（３）目標 

○ 全体目標 

県民一人ひとりが住み慣れた地域において、健康な笑顔とお口で長寿を享受でき   

     ることを目指します。 

 ○ 具体的目標 

・むし歯、歯周病を減らします。 

・80歳で 20本以上自分の歯を保てるようにします。 

・県民一人ひとりが、積極的に歯と口腔の健康づくりに取り組むことができる環 

境を整えます。 

・障害(児)者、高齢者、要介護者など、歯科にかかりにくい人々が歯科保健医療 

サービスを受けられるようにします。 
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表Ⅱ-14

対象

市町名

佐賀市 ● ● ● ● ● ● ●

多久市 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

小城市 ● ● ● ● ● ● ● ●

神埼市 ● ● ● ＊ ● ＊ ● ● ●

吉野ヶ里町 ● ● ● ● ● ● ● ●

小計 4 5 0 5 1 2 0 5 1 3 0 3 0 2 4 5 1

鳥栖市 ● ● ＊ ● ＊ ● ● ●

基山町 ● ● ● ＊ ● ＊ ● ＊ ●

上峰町 ● ● ● ＊ ● ● ＊ ● ●

みやき町 ● ● ● ● ● ●

小計 4 2 0 4 3 1 0 4 3 4 1 1 0 0 4 1 0

唐津市 ● ● ● ＊ ● ＊ ● ● ＊ ● ● ●

玄海町 ● ● ● ● ● ● ●

小計 2 1 0 2 1 1 1 2 0 2 1 0 0 2 2 0 2

伊万里市 ● ● ● ＊ ● ● ＊ ●

有田町 ● ● ● ＊ ● ● ●

小計 2 2 0 2 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 1 0

武雄市 ● ● ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ●

鹿島市 ● ● ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ● ● ●

嬉野市 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

大町町 ● ● ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ● ●

江北町 ● ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ● ● ●

白石町 ● ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ● ● ●

太良町 ● ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ＊ ● ●

小計 6 7 2 7 6 7 6 7 6 7 4 3 0 4 6 6 2

県計 合計 18 17 2 20 13 11 7 20 10 17 7 7 0 8 18 13 5

＊フッ化物歯面塗布事業の実施

保育所・幼稚園・認定こども園、学校における定期健康診査は除外

保育所・幼稚園・認定こども園、学校におけるフッ化物洗口は別表参照

市町の歯科保健事業実施状況（令和2年度）

（市町における歯科保健事業実施状況調査結果より）
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